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☆世界の知的財産法　第22回　フィリピン … ⑴

Ⅰ　はじめに
　フィリピン共和国（以下「フィリピン」という） ２

は、ルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島等を中心
に、大小合わせて7100以上の島々から構成される共
和制国家である。
　1521年にマゼランがフィリピンに到着した後、ス
ペインは続々と遠征隊をフィリピンに派遣した。
1571年のマニラ陥落以降、約300年間にわたりスペ

インの植民地となった。1898年に独立戦争が起こり
一旦独立を宣言したが、米西戦争の結果、フィリピ
ンは米国の統治下に置かれることとなった。第２次
世界大戦中の日本による占領の後は再び米国の統治
下に置かれたが、1946年に再独立を果たした３。
　フィリピンの人口は１億1000万人弱であり、マ
レー系、中国系、スペイン系及びそれらの混血と少
数民族から構成される。気候は、高温多雨の熱帯気
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候に属する。首都はマニラ、公用語はフィリピノ語
及び英語、通貨はペソである。国民の約93％はキリ
スト教、約５％はイスラム教を信仰している。
　フィリピンの主要産業は農林水産業であるが、電
子・電気機器の輸出も多い。近時は、ビジネス・プ
ロセス・アウトソーシング（BPO）等のサービス業
が発達している。また、海外の出稼ぎ労働者からの
送金が2015年には約257億ドルに達し、重要な外貨
獲得源となっている。近年のGDP成長率は、2015年
が5.8％、2016年が6.4％となっており、比較的高い経
済成長率を維持している４。
　フィリピンにとって、日本は最大の援助国であり、
製造業を中心とする多くの日本企業が、フィリピン
企業との貿易を行い、またフィリピンに対する投資
を行ってきたことから、フィリピンは、日本企業に
とって経済的な結び付きが強い国となった。豊富な
資源と労働力及び潜在的な巨大市場を有するフィリ
ピンは、急速な発展を続ける東南アジアの一角を占
める国として、今後も、日本企業にとって最重要投
資先の一つであり続けるであろう。
　このようなフィリピンの重要性に鑑みると、フィ
リピンの知的財産法の制度、実務運用及び改正動向

等について知ることは、非常に重要であるといえる。
そこで、今回は、フィリピンの知的財産法の概要を
紹介することとしたい５。

Ⅱ　知的財産法全般
　フィリピンは、約300年間にわたりスペインの植
民地となり、その後は長く米国の統治下に置かれた。
これらの歴史的背景から、フィリピンの法制度は、

「大陸法（成文法）と英米法（判例法）の混合型」と
なっている。フィリピンの主な法源には、憲法、条約、
法律、判例法等がある（但し、判例法は、最高裁判
所の判例に限られる）。
　知的財産権に関しては、フィリピン憲法に明文規
定がある。即ち、憲法14条13項は、「国家は、科学者、
発明家、芸術家、その他の才能のある市民の知的財
産と創造物に対する独占的権利を、特に法律で定め
られている期間、人々に有益な場合には保護しなけ
ればならない。」と規定している。
　フィリピンの知的財産法制度の基本をなす「知的
財産法」６は、従来の「特許法」、「商標法」、「著作
権法」等を統合するものとして制定されたものであ
る（その後、数回の改正を経ている）。全241条から

表１：フィリピンの「知的財産法」の主な体系

第１部　知的財産庁

第２部　特許に関する
法律

第１章　総則、第２章　特許性、第３章　特許を受ける権利、第４章　特許出願、第
５章　特許付与手続、第６章　特許の取消及び特許権者の入替、第７章　特許を受
ける権利を有する者の救済、第８章　特許権者の権利及び特許の侵害、第９章　任
意ライセンス、第10章　強制ライセンス、第11章　権利の譲渡及び移転、第12章　
実用新案の登録、第13章　意匠及び集積回路の回路配置

第３部　商標、サービ
スマーク及び商号に関
する法律
第４部　著作権に関す
る法律

第１章　序章、第２章　原著作物、第３章　二次的著作物、第４章　保護されない
著作物、第５章　著作権の経済的権利、第６章　著作権の所有権、第７章　著作
権の移転又は譲渡、第８章　著作権に関する制限、第９章　寄託及び告知、第10章　
人格的権利、第11章　後の移転における利益に対する権利、第12章　実演家、録音
物制作者及び放送機関の権利、第13章　録音物制作者、第14章　放送機関、第15章　
保護に関する制限、第16章　保護の期間、第17章　侵害、第18章　適用の範囲、第
19章　訴訟の提起、第20章　その他の規定

第５部　最終規定


